
数　　量 税　　額 数　　量 税　　額 数　　量 税　　額 数　　量 税　　額 数　　量 税　　額 数　　量 税　　額 数　　量 数　　量

㎘ 千円 ㎘ 千円 ㎘ 千円 ㎘ 千円 ㎘ 千円 ㎘ 千円 ㎘ ㎘

清 酒 5,708 636,997 1 63 5,709 637,060 34 3,711 - - 5,675 633,349 2,351 198

合 成 清 酒 1,409 140,576 - - 1,409 140,576 24 2,403 - - 1,385 138,173 605 -

連続式蒸留しょうちゅう 18,482 3,746,653 0 17 18,483 3,746,670 73 16,572 - - 18,410 3,730,098 1,595 -

単式蒸留しょうちゅう 635 130,435 - - 635 130,435 25 5,594 - - 610 124,842 412 1

み り ん 379 7,586 - - 379 7,586 134 2,689 - - 245 4,897 - -

ビ ー ル 132,124 29,038,437 132,124 29,038,437 4,319 947,936 - - 127,805 28,090,501 4,376 145

果 実 酒 3,072 232,834 58 4,535 3,130 237,369 66 4,715 - - 3,064 232,654 2,362 8

甘 味 果 実 酒 55 8,024 7 534 62 8,558 1 109 - - 61 8,450 47 1

ウ イ ス キ ー 84 33,558 0 7 84 33,566 0 9 - - 84 33,557 413 12

ブ ラ ン デ ー 49 20,275 - - 49 20,275 0 99 - - 48 20,176 64 24

原 料 用 ア ル コ ー ル 0 2 - - 0 2 - - - - 0 2 16,344 -

発 泡 酒 44,335 5,951,779 44,335 5,951,779 607 81,622 - - 43,728 5,870,157 889 -

８－１ 課税状況
(1)　課税状況

計
酒税法

第30条第１項、
第２項及び第３項

一 般 税 率 適 用
特 例 税 率 適 用

〔第23条第２項第３号〕

課　税　実　数
区           分

免　　　　　税

災　害　減　免　法
〔第７条第１項〕

控 除課 税

未納税移出 輸出免税

札幌国税局
酒税１
(H23)

そ の 他 の 醸 造 酒 11 1,560 30,840 2,467,208 30,851 2,468,769 482 38,534 - - 30,370 2,430,235 1,014 -

ス ピ リ ッ ツ 35 14,499 2,338 187,021 2,373 201,520 761 69,894 - - 1,612 131,627 100 2

リ キ ュ ー ル 655 77,560 59,318 4,745,468 59,973 4,823,028 4,342 349,995 - - 55,631 4,473,033 3,343 3

粉 末 酒 ・ 雑 酒 - - - - - - - - - - - - - -

合 計 207,033 40,040,777 92,563 7,404,853 299,595 47,445,630 10,868 1,523,881 - - 288,728 45,921,749 33,916 394

調査対象等：平成23年４月１日から平成24年３月31日までの間に製造場から移出された酒類について、平成24年４月30日までの申告又は処理による課税事績を示したものである。

用語の説明：「未納税移出」とは、製造場から移出するとき、酒税の免除を受けて移出するものをいい、「輸出免税」とは、輸出する目的で酒類を製造場から移出するとき、酒税の免除を受けて移出するものをいう。

　　（注）　１　「特例税率適用（第23条第２項第３号）」欄は、各品目（ビール及び発泡酒を除く。）でその他の発泡性酒類（発泡性があり、かつ、アルコール分が10度未満であるもの）になるものを示す。

　　　　　　２　「酒税法第30条第１項、第２項及び第３項」欄は、酒類製造者がその製造場から移出した酒類を、当該製造場に戻し入れた場合の酒税額の控除等を示す。

　　　　　　３　税関分は含まない。

札幌国税局
酒税１
(H23)



(2)　課税状況の累年比較

数　量 税　額 数　量 税　額 数　量 税　額 数　量 税　額 数　量 税　額 数　量 税　額

㎘ 千円 ㎘ 千円 ㎘ 千円 ㎘ 千円 ㎘ 千円 ㎘ 千円

平 成 19 年 度 6,542 727,456 1,552 153,845 21,045 4,277,924 143,438 31,506,267 133,470 14,184,416 306,047 50,849,905

平 成 20 年 度 6,223 691,959 1,774 176,908 21,772 4,441,863 131,517 28,888,168 133,212 13,791,905 294,497 47,990,802

平 成 21 年 度 6,000 670,765 1,598 159,307 20,014 4,066,192 126,833 27,861,791 138,102 13,800,431 292,546 46,558,488

平 成 22 年 度 5,719 632,635 1,211 120,693 18,865 3,820,768 124,074 27,264,610 135,374 13,256,855 285,243 45,095,560

平 成 23 年 度 5,675 633,349 1,385 138,173 19,020 3,854,940 127,805 28,090,501 134,843 13,204,788 288,728 45,921,749

計

（注）　　　「しょうちゅう」の計数は連続式蒸留しょうちゅう及び単式蒸留しょうちゅうの合計である。

年　　度
清　　　　酒 合成清酒 しょうちゅう ビ　ー　ル そ　の　他

札幌国税局
酒税１
(H23)



(3)　都道府県別課税状況

数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額

㎘ 千円 ㎘ 千円 ㎘ 千円 ㎘ 千円 ㎘ 千円 ㎘ 千円

北 海 道 5,675 633,349 1,385 138,173 18,410 3,730,098 610 124,842 245 4,897 127,805 28,090,501 北 海 道

合　　　計 5,675 633,349 1,385 138,173 18,410 3,730,098 610 124,842 245 4,897 127,805 28,090,501 合　　　計

数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額

㎘ 千円 ㎘ 千円 ㎘ 千円 ㎘ 千円 ㎘ 千円 ㎘ 千円

北 海 道 3,064 232,654 61 8,450 84 33,557 48 20,176 0 2 43,728 5,870,157 北 海 道

合　　　計 3,064 232,654 61 8,450 84 33,557 48 20,176 0 2 43,728 5,870,157 合　　　計

数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額

㎘ 千円 ㎘ 千円 ㎘ 千円 ㎘ 千円 ㎘ 千円

北 海 道 30,370 2,430,235 1,612 131,627 55,631 4,473,033 - - 288,728 45,921,749 北 海 道

合　　　計 30,370 2,430,235 1,612 131,627 55,631 4,473,033 - - 288,728 45,921,749 合　　　計

県 名

果 実 酒

連続式蒸留しょうちゅう み り ん単式蒸留しょうちゅう

発 泡 酒原 料 用 ア ル コ ー ル

県 名
そ の 他 の 醸 造 酒 ス ピ リ ッ ツ 合 計粉 末 酒 ・ 雑 酒リ キ ュ ー ル

県 名県 名

県 名

清 酒 合 成 清 酒

甘 味 果 実 酒 ブ ラ ン デ ーウ イ ス キ ー

ビ ー ル

県 名

札幌国税局
酒税１
(H23）



(1)　製成数量

① ② ③ ④
①＋②＋
③－④

平成24年3月
31日現在

８－２ 製成数量

製　　　成　　　数　　　量　　　等

手持数量
製　　　成

アルコール等
混　和

しょうちゅうの
品目別アルコール分

等変更
用途変更等 計

区　　　　　分

札幌国税局
酒税２
(H23)

㎘ ㎘ ㎘ ㎘ ㎘ ㎘

(4,588) (4,588) (6,328)

4,596 - 8 4,588 6,534

(1,124) (1,123) (48)

1,751 - - 1,750 74

連続式蒸留しょうちゅう 19 348 413 175 19 586 1 969

清 酒

合 成 清 酒

連続式蒸留しょうちゅう 19,348 - 413 175 19,586 1,969

単式蒸留しょうちゅう 634 - 395 550 479 1,575

み り ん 8 - - 8 23

ビ ー ル 126,483 - 210 126,272 1,646

果 実 酒 2 524 - 166 2 358 3 722果 実 酒 2,524 - 166 2,358 3,722

甘 味 果 実 酒 54 - 18 33 205

ウ イ ス キ ー 80 - - 80 41

ブ ラ ン デ ー 2 - 2 - 18

発 泡 酒 64,066 - 21,784 42,282 4,273発 泡 酒 , , , ,

そ の 他 の 醸 造 酒 30,411 - 37 30,374 531

原 料 用 ｱ ﾙ ｺ ｰ ﾙ
・ ス ピ リ ッ ツ

15,728 - 69 15,659 745

リ キ ュ ー ル 47,953 - 1,198 46,752 1,823

粉 末 酒 ・ 雑 酒 - - - - -

合　　　　　計 313,639 - 810 24,225 290,224 23,178

　　　（注）　　１　犯則分は含まない。
　　　　　　　　２　（　）書はアルコール分20度に換算した数量を示す。

　調査期間等：　平成23年４月１日から平成24年３月31日までの間に製成された酒類について、酒類製造者から申告された
            　「酒類の製成及び移出の数量等申告書」に基づき作成したものである。

札幌国税局
酒税２
(H23)



(2)　製成数量の累年比較

清 酒 合 成 清 酒
連続式蒸留
しょうちゅう

単 式 蒸 留
しょうちゅう

み り ん ビ ー ル
果 実 酒 ・
甘 味 果 実 酒

ウイスキー・
ブ ラ ン デ ー

発 泡 酒
そ の 他 の
醸 造 酒

原料用ｱﾙｺｰﾙ
・スピリッツ

リキュール 粉末酒・雑酒 合 計

㎘ ㎘ ㎘ ㎘ ㎘ ㎘ ㎘ ㎘ ㎘ ㎘ ㎘ ㎘ ㎘ ㎘

5,044 55 23,229 871 22 130,399 3,037 1,113 53,656 34,292 △ 2 11,419 △ 10 263,124

4,882 1,887 23,149 759 4 121,158 2,422 1,231 42,869 30,940 △ 20 23,926 3 253,210

4,581 1,893 21,304 590 3 117,566 2,391 708 43,372 30,723 △ 17 27,907 △ 2 251,018

X 1,287 19,675 332 X 113,157 2,596 49 39,885 28,500 △ 45 22,319 - 231,605

4,588 1,750 19,586 479 8 126,272 2,391 80 42,282 30,374 15,659 46,752 - 290,224

年　　　度

平 成 19 年 度

平 成 20 年 度

平 成 21 年 度

平 成 22 年 度

平 成 23 年 度

札幌国税局
酒税２
(H23)


